
 

          「ふるさと」をつくる 

校長 林 奈緒美 

 

学校―。この場所で、日々、子どもたちと関わるこの仕事に携わってこそ出会える、幸せ

な瞬間があります。清々しい風が吹き抜けたように爽快な気持ちになれたり、心が震えるの

を感じ胸が熱くなってなぜか涙が出たり、我を忘れて歓喜の叫びを上げてしまったり。つら

さも苦しさも消し飛ばすその瞬間は、全て子どもたちの姿「笑顔」と「一生懸命」から生ま

れます。中でも、異なる子どもたちが「ひとつを創る」作業に向かい真剣に心を合わせる、

そして創り上げた達成感を皆で存分に味わう姿は、学校でだからこそ生まれるものだと思っ

ています。 

 指揮台に上った指揮者に、全員の視線が一斉に集まります。「ひとつの音楽」をみんなで

創るため、最初の音を出す瞬間を待つ子どもたちの真剣なまなざしが好きです。そこに広が

るほどよい緊張感が好きです。音楽は一人でも楽しめる。でも、学校で子どもたちが奏でる

音楽は決して一人では創り出せないもの。それぞれの声、それぞれの音がぴったり重なって

出来上がるもの。全ての個性がちょうど良く融合することで生み出せるもの。音楽会では、

多くの皆様に温かくご鑑賞いただきありがとうございました。子どもたちは、一人一人の音

をひとつの音楽に仕上げる作業を重ねてきました。自分の担当をしっかりマスターする、み

んなと音を合わせる。音楽そのものへの興味関心、得手・不得手が異なる全員による「ひと

つを創る」作業は簡単ではありません。でも、子どもたちは、練習に取り組みながら次第に

「ひとつが出来上がっていく心地よさ」を感じていったことと思います。そして「みんなで

音楽を成功させよう」という気持ちをもって、緊張と真剣を楽しんでくれたことと思いま

す。子どもたち一人一人の中に「みんなで創り上げた充実感」が残ってくれていたら―。子

どもたちの「一生懸命」を引き出し子どもたちと共に「創る」に向かった教員が、そして、

演奏を聴きに来てくださった保護者・地域の皆様が、「幸せな瞬間」と出会えていたら嬉し

いです。 

 さて、先月、アントニオ・ガウディの建築、サグラダ・ファミリアの彫刻に携わる外尾悦

郎氏の講演を聴く機会に恵まれました。外尾氏は４７年前に単身バルセロナに渡り、以来、

アントニオ・ガウディの作品群としてユネスコ世界遺産に登録される作品を手がけ、サグラ

ダ・ファミリア完成に向けて貢献されています。講演の第一声は「ふるさとをもつ人はどこ

まででも遠くへ行ける」でした。講演を聴く中で、「ふるさと」とは「いつでも立ち帰れる

自分の中のゆるぎない根っこ」のようなものと解釈しました。異国の地で彫刻家として認め

られ、長きにわたり活躍を続けられている氏の根幹には、自身をつくった「ふるさと」があ

るといいます。チャレンジ精神、困難に立ち向かう力、学ぶ意欲―。幸せな未来を築いてい

くための基盤を、いつでも心が帰れる場所を、今、「ふるさと」として子どもたちに作り続

けていくことの大切さを思いました。家庭が、地域が、学校が、そこにいる人、体験の全て

が子どもたちの根っこ「ふるさと」になる。学校生活における音楽を通した「ひとつを創

る」経験も、子どもたちの中の「ふるさと」をつくる大事な栄養となっていくことを信じて

います。 
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1年 2年 3年 4年 5年 6年

1 土

2 日

3 月 文化の日

4 火 全校朝会/スクールカウンセラー来校

5 水 リフレッシュデー/もとなんわくわく教室

6 木 １年校外学習/委員会活動/２年町探検（予備日） 15:30 13:35

7 金
保護者読み聞かせ（４・５・６）/１１月お誕

生日給食/２年さつまいも掘り
13:35 14:40

8 土

9 日

10 月 教育実習開始

11 火 リーダー会議/学級の時間

12 水 就学時健康診断（5年補助）/リフレッシュデー/４時間授業 15:40 11:40

13 木

14 金 県民の日（学校閉庁日）

15 土

16 日

17 月

18 火 学級の時間/持久走記録大会

19 水 なかよし活動

20 木 クラブ/５・６年臨時歯科健診/領家中サポート相談員来校 14:40

21 金 持久走記録大会予備日/ふれあいデー 13:35 14:40

22 土

23 日 勤労感謝の日

24 月 振替休日

25 火 学級の時間

26 水 リフレッシュデー/もとなんわくわく教室

27 木 ３・４年臨時歯科健診

28 金 ５年校外学習/保護者読み聞かせ（１・２・３・す） 13:35 14:40 16:00 15:30

29 土

30 日

日 曜 日 主な行事
およその下校予定時刻

14:40

15:30

15:30

13:35 15:50

14:40 15:30

14:40

15:35

11:40

14:40 15:30

14:40

15:30

14:00 14:50

14:40 15:30

13:35 14:40

14:00 14:50

14:40

14:40

13:35 14:40

15:30

１１月の予定 

すまいる学級については、別途配布されるお手紙にて、御確認ください。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 

いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人

権侵害であり、決して許されることではありません。埼玉県では、１１月を「いじめ撲

滅強調月間」と定め、いじめ問題の根絶に取り組んでいます。いじめを受けていたり、

いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。 

相談窓口等 

○彩の国 よりそうみんなの電話・メール教育相談（埼玉県立総合教育センター） 

【相談内容 いじめ、不登校、学校生活】 

 １８歳以下の子供用（無料）＃７３
な や み

００
ゼロゼロ

 又は ０１２０－８６
ハ ロ ー

－３１９２
さ い の く に

  

 保護者用  ０４８－５５６
こ こ ろ

－０８７４
お は な し

 

 （毎日２４時間） 

 Ｅメール相談mailto:soudan@spec.ed.jp 
 ※Ｅメール相談の受信確認及び返信は、平日９時から17時の時間帯に行っています。 

※学校や教職員に対する苦情等について、直接、指導や調査等をすることはできません。 

○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会） 

【通報内容 いじめに関すること】           

  https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html 

    ※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する 

       返信は行いません。 

    ※通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが送信したことがわからないよう 

       に調査・対応します。 

 

○埼玉県警察少年サポートセンター 

【相談内容 非行やいじめ、犯罪被害等の少年問題に関する心理面の相談（カウンセリング等）】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１６時１５分） 

  ０４８－８６１－１１５２「少年用・ヤングテレホンコーナー」 

  ０４８－８６５－４１５２「保護者等用」 

  ※面接相談は要予約 

 

○子どもスマイルネット（埼玉県こども安全課） 

【相談内容 いじめなど子供に関するあらゆる相談（本人・保護者等からの相談）】 

 （毎日／祝日・年末年始を除く １０時３０分～１８時００分） 

  ０４８－８２２－７００７ 

校内音楽会について 
 １０月２５日に開催した校内音楽会では、多くの方に御来場いただきありがとうございました。

同日開催された学校運営協議会において、委員の方から鑑賞者のマナーがよく、良い音楽会だった

との感想がありました。保護者の皆様におかれましても限られた空間の中、御不便をおかけいたし

ましたが、御協力いただき感謝申し上げます。 

就学時健康診断について 
１１月１２日（水）は就学時健康診断です。来年

度入学予定の子供たちと保護者が来校します。下校

時刻と昼食については下記のとおりです。御理解・

御協力をお願いいたします。 

・１～４・６年生・・給食なし 

１１：４０頃下校 

・５年生・・・・・・弁当持参 

１５：４０頃下校 

 

登校班通学について 
 毎朝の登校班での通学に御協力いただきあり

がとうございます。最近一人で登校してくる児

童が増えてきています。登校班で複数人が歩く

ことで車両からも目につきやすく、安全に登校

できています。児童が登校班の集合時刻に間に

合うよう御家庭からの送り出しに御協力をお願

いいたします。 

mailto:soudan@spec.ed.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html


  ※いじめなど子供の権利侵害に関する悩みには、「埼玉県子どもの権利擁護委員会」 

   が力になります。（面接相談（予約制）） 

○社会福祉法人 埼玉いのちの電話 

【相談内容 どんなことでも】 

 ０４８－６４５－４３４３（３６５日２４時間） 

 ０１２０－７８３－５５６ フリーダイヤル（毎月１０日８時～翌日８時）と  

           （土・日・祝日・年末年始を除く毎日１６時～２１時） 

 ０５７０－７８３－５５６ ナビダイヤル（毎日１０時～２２時） 

 インタ―ネット相談 埼玉いのちの電話ホームページからアクセス 

○特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン 

【相談内容 どんなことでも】 

１８歳以下の子供専用（無料） 

電話 ０１２０－９９－７７７７（毎日１６時～２１時） 

 オンラインチャット https://childline.or.jp/ （月～土 １６時～２１時） 

○こころの健康相談統一ダイヤル 

【相談内容 こころの健康の相談】 

 （平日・休日ともに24時間対応） 

  電話：０５７０―０６４―５５６（おこなおう、まもろうよ、こころ） 

※さいたま市にお住まいの方は平日 9 時から 17 時、18 時 30 分から 22 時 

 

○埼玉県こころの電話（埼玉県立精神保健福祉センター） 

【相談内容 こころの健康の相談】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く ９時～１７時） 

  ０４８－７２３－１４４７ 

  ※さいたま市以外にお住まいの方が対象 

○埼玉県 SNS 相談 こころのサポート＠埼玉 

【相談内容 こころに関する相談内容を何でも（LINE で心理カウンセラーへ相談）】 

 （毎日１９時～２３時 受付は終了３０分前まで） 

  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/suicide/sns.html 

○こどもの人権１１０番 （さいたま地方法務局） 

【相談内容 こどもの人権】 

 （月～金／祝日・年末年始を除く ８時３０分～１７時１５分） 

 （無料）０１２０－００７－１１０ 

◇こどもの人権ＳＯＳ－ｅメール 

 https://www.jinken.go.jp/goriyouannai_ch/ 

  

  

 

お問い合わせ 

埼玉県県民生活部青少年課 健全育成支担当 

☎ 048-830-2907 

https://childline.or.jp/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/suicide/sns.html
https://www.jinken.go.jp/goriyouannai_ch/

